
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

角

野

玄

樹

は
じ
め
に

本
稿
は
、
浄
土
宗
大
本
山
金
戒
光
明
寺
所
蔵

の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
の
収
蔵
庫
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。

本
報
告

に
い
た
る
経
緯

に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

去
る
平
成
九
年
十
二
月

か
ら
翌
平
成
十
年

一
月
、
調
査
願

い
が
か
な
い
、
佛
教
大
学
助
教
授
松
永
知
海
氏
と
筆
者
角
野
玄
樹
が
、
金

戒

光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』

の
調
査
を
行

っ
た
。

こ
の
同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
既
に
京
都
国
立
博
物
館
の
赤
尾
栄
慶
氏
に
よ

っ
て
調
査
が
な
さ
れ
、
『京
都
社
寺
調
査
報

告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)
』
(
一
九
九
六
年
)
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『京
都
社
寺
調
査
報
告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)
』
は
、
京
都

の
社
寺
調
査
報
告
の

一
環
で
あ
り
、
平
成
七
年
度

の
調
査
対
象
が
、
金
戒
光
明
寺
及
び
山
内
塔
頭
寺
院
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

『京
都
社
寺
調
査
報
告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)

』
で
は
、
彫
刻
、
絵
画
、
書
跡
、
金
工
、
漆
工
、
染
織

の
二
八
〇
点
も
の
什
物
類
の
調

査
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
も
、
そ
れ
ら
報
告
の
ほ
ん
の

一
部
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
五
頁
～

四
六
頁
の
通
し
番
号

一
七
九

に
、

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

六
九



仏
教
学
会
紀
要

九
号

七
〇

捫

黄
檗
版

一
切
経

二
〇
八
七
冊

品
質

紙
本
木
版

時
代

江
戸
時
代

備
考

施
入
記

(経
律
異
相
蜷
二什
一一一
〈
羅
〉
)
(墨
書

・
見
返
し
)
「奉
納

一
切
経
洛
東
黒
谷
金
戒
光
明
寺
/
三
十
三
世
広
誉
順

長
代
/
延
宝
二
甲寅
年

二
月
十
四
日
/
為
中
嶋
常
喜
菩
提
也
/
施
主
同
氏
重
昌
」

施
入
刊
記

(法
華
要
解
七

〈遠
〉)
「奉
納

一
切
経
洛
東
黒
谷
金
戒
光
明
寺
/
三
十
三
世
広
誉
順
長
代
/
延
宝
二
甲
寅

二
月
十
四
日
/
為
中
嶋
常
喜
菩
提
也
/
施
主
同
氏
重
昌
」

(続
高
僧
伝
蜷
詫
下

〈時
〉)
「奉
納

一
切
経
洛
東
黒
谷
金
戒
光
明
寺
/
三
十
四
世
叶
誉
酉
村
代
/
延
宝
五
丁
巳
年

二

月
十
四
日
/
為
中
嶋
常
喜
菩
提
也
/
施
主
同
氏
重
昌
」

(高
僧
伝
目
録

一

〈
伊
〉
)
「
(同
文
)
/
三
十
五
世
通
誉
浅
林
代
/
(同
文
)
」

と
簡
潔
に
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
金
戒
光
明
寺
に
、
各
引
き
出
し
の
冊
数
と
套
番
号

に
よ

っ
て
所
在
を
示
し
た
別

調
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。

平
成
九
年
十
二
月
か
ら
平
成
十
年

一
月
ま
で
の
調
査
は
、
こ
れ
ら
京
都
国
立
博
物
館

の
報
告
を
踏
ま
え
、
同
寺

所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵

経
』
の
紛
失
本
の
有
無
や
、
書
名
単
位

で
の
所
在
の
確
認
を
し
、
目
録
作
成
を
目
指
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
目
録
に
よ
り
、
ど
の
引

　　
　

き
出
し
に
ど
の
経
律
論
疏
等
が
存
す
る
の
か
明
確

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
経
蔵
内
の
収
蔵
庫
に
関
し
て
は
、
現
在
の
収
蔵
庫
は
四
面
に
引
き
出
し
の
あ
る
ガ
ラ
ス
張
り
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
だ
が
、

経
蔵
建
立
当
初
に
こ
の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
を
収
蔵
し
て
い
た
の
は
、
輪
蔵
で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
後
何

ら
か
の
事
情
に
よ
り
、

収
蔵
庫
は
、
こ
の
輪
蔵
か
ら
三
面
に
引
き
出
し
の
あ
る
収
蔵
庫
に
移
行
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
更
に
、
こ

の
三
面
引
き
出
し
収
蔵



庫
も
取
り
払
わ
れ
、
現
在
の
四
面
引
き
出
し
ガ
ラ
ス
張
り
収
蔵
庫
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
収
蔵
庫

の
変
遷
を
図
示
す
る
。

輪

蔵

　

三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫

　

四
面
引
き
出
し
ガ
ラ
ス
張
り
収
蔵
庫

金
戒
光
明
寺
所
蔵
の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
調
査
終
了
後
、
こ
の
収
蔵
庫

の
問
題
点
を
中
心
に
、
何
度
か
金
戒
光
明
寺
を
訪
問
し
調
査

を
行

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
平
成
十
年
八
月
、
角
野
が
同
寺
所
蔵

の

『日
鑑
』
や

『日
鑑
抄
』
を
閲
覧
し
た
。
同
年
十
月
に
松
永
氏
と
角

野
が
同
寺
所
蔵
の
絵
図
数
点
を
閲
覧
し
た
。

ま
た
、
関
係
者
で
あ
る
、
故
北
川
敏
於
元
執
事
長
や
仏
具
屋
井
上
秀
峰
の
御
主
人
の
お
話
を
伺

っ
た
。

以
下
に
、
そ
れ
ら
調
査
結
果
を
述
べ
る
。

一
、
金
戒
光

明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
父
母
の
追
善

の
た
め
銭
屋
中
嶋
重
昌
に
よ

っ
て
寄
進
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』

に
書
か
れ
て
い
る
数
種
類
の
施
入
記
と
、
経
蔵

に
安
置
さ
れ
て
い
る
木
牌

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
施
入
記
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
の

『大
方
広
仏
華
厳
経
疏
演
義

鈔
』
の
見
返

に
墨
書

で
、

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

七

一



仏
教
学
会
紀
要

九
号

七
二

奉
納

一
切
経
洛
東
黒
谷
金
戒
光
明
寺

三
十
三
世

広
誉
順
長
代

延
宝
二
甲寅
年
二
月
十
四
日

為
中
嶋
常
喜
菩
提
也

施
主

同
氏
重
昌

と
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く

『大
般
若
波
羅
蜜
経
』

の
施
入
記
で
は
、

奉
納

一
切
経
洛
東
黒
谷
金
戒
光
明
寺

三
十
四
世
叶
誉
酉
村
代

延
宝
五
丁
巳
年

二
月
十
四
日

為
中
嶋
常
喜
菩
提
也

施
主
同
氏
重
昌

と
刷
ら
れ
、
こ
れ
ら
見
返
や
施
入
記
に
よ

っ
て
、
中
嶋
重
昌
が
父
常
喜

の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
大
蔵
経
を
寄
進

し
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
経
蔵
内
安
置
木
牌
の
表
に
は
、

倶
会
鑢

韈

難

巫

と

、

法

名

が

あ

る

(資

料

1

)
。

そ

し

て
、

木

牌

裏

に

は

、



寛
文
十
三
癸
丑
年

為
両
親
蔵
経
全
部
寄
附
之

二
月
十
四
日

延
宝
六
戊
午
年

中
嶋
氏
良
喜
重
昌

八
月
十
五
日

と
あ
る

(資
料
2
)
。
こ
の

「為
両
親
蔵
経
全
部
寄
附
之
」
か
ら
、
重
昌
が
父
だ
け
で
な
く
母

の
追
善

の
た
め
に
も
、

こ
の

『黄
檗
版

大
蔵
経
』
を
寄
進
し
た
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
木
牌
の
表
裏

の
記
載
よ
り
推
定
す
る
に
、
寛

文
十

三
年

(
一
六
七

三
)
二
月
十
四
日
の
年
月
日
は
、
重
昌
の
父
常
喜
の
命
日
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ぼ
、
続
い
て
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)
八
月
十
五
日

　
こ

と
あ
る
の
は
、
重
昌
の
母

(法
名
栄
喜
)
の
命
日
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
施
入
記
に
、

い
く

つ
か
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
先

に
も
示
し
た

『京

都

社
寺
調
査
報
告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)』
の

「黄
檗
版

一
切
経
」
の
項
目
で
は
、
同
じ
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
の
施
入
記
で
も
、

墨
書

の
も
の
と
印
刷
の
も
の
が
あ
る
。

次

に
、
同
じ
く

『京
都
社
寺
調
査
報
告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)
』
に
よ
る
と
、
『続
高
僧
伝
』
「巻
十
七
之

二
十
」

の
施
入
記

で
は
、

「
三
十
四
世
叶
誉
酉
村
代
」
と
あ
り
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)

の
記
が
存
す
る

(こ
の
施
入
記
の
記
載
は
、
先

に
引
用
し
た

『大
般

若
波
羅
蜜
経
』
と
同
じ
)
。
こ
の
施
入
記

の
と
お
り
、
浅
井
法
順

『黒
谷
誌
要
』
に
よ
る
と
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
の
時
期

の
金

　ヨ
　

戒
光
明
寺
法
主
は
、
三
十
四
世
酉
村

で
あ
る
。
し
か
し
、
『高
僧
伝
目
録
』

で
は
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
の
施
入
記
で
あ
り
な
が

ら
、
「三
十
四
世
叶
誉
酉
村
代
」
で
は
な
く
、
「三
十
五
世
通
誉
浪
林
代
」
と
な

っ
て
い
る
。
三
十
五
世
漲
林
が
金
戒
光
明
寺
法
主
に
な

る

の
は
、
『黒
谷
誌
要
』
に
よ
る
と
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
よ
り
あ
と
の
同
九
年

(
一
六
八

一
)
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

『高
僧

伝
目
録
』

の
施
入
記

の
記
載
は
、
予
盾
す
る
の
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
『高
僧
伝
目
録

』
施
入
記
の
延
宝
五

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

七
三



仏
教
学
会
紀
要

九
号

七
四

年

(
一
六
七
七
)

の
記
載
が
誤
り
な
の
か
、
明
治
期
編
纂
の

『黒
谷
誌
要
』

の
記
述
が
誤
り
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
延
宝
五
年

(
一
六

七
七
)
は
寄
進

の
年
次
で
あ

っ
て
、
大
蔵
経
の
刊
行
ま
た
は
搬
入
の
時
期
が
、
三
十
五
世
浪
林
の
代
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
施
入
記
に
は
、
延
宝
二
年

(
一
六
七

四
)
や
延
宝
五
年

(
一

六
七
七
)
の
記
述
、
更

に
同
じ
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
で
も
、
墨
書

の
も
の
と
印
刷
の
も

の
、
ま
た
、
同
じ
延
宝
五
年

(
一
六
七

七
)
で
も
、
三
十
四
世
酉
村
の
代
と
三
十
五
世
浪
林
の
代

の
も
の
と
、
少
な
く
と
も
四
種
類
あ
る
。
こ
れ
ら
施

入
記
か
ら
、
金
戒
光
明

寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
や
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)、
あ
る
い
は
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
よ

り
後
の
三
十
五
世
浪
林

の
代

(延
宝
九
年
～
元
禄
五
年
)
等
、
断
続
的
に
刊
行
ま
た
は
搬
入
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
施
入
記
に
関
す
る
問
題
点
は
、
当
然
な
が
ら
ほ
か
の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』

に
は
見
ら
れ
な
い
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵
本

の
特
色
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
特
色
を
あ
げ

る
と
、
こ
の
同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
『黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
販
売
目
録

　
ゑ

で
あ
る

『全
蔵
漸
請
千
字
文
朱
点
簿
』
や

『大
蔵
経
請
去
総
牒
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

松
永
氏
の
指
摘

に
よ
る
と
、

こ
れ
ら
二
点
の
特
色
か
ら
、
こ
の
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
初
刷
り
に
相
当
す
る
貴

重

な
版
で
は
な

い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)
に
後
水
尾
上
皇
に
献
上
さ
れ
た
正

明
寺
所
蔵
の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
、
初
刷
り
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄

檗

版
大
蔵
経
』
に
は
、
延
宝
六
年

(
エ
ハ
七
八
)
よ
り
以
前
の
延
宝
二
年

(
エ
ハ
七
四
)
や
延
宝
五
年

(
一
六

七
七
)
の
施
入
の
記
録

が
存
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降

の
時
期
を
示
す
記
述

(コ
ニ
十
五
世
通
誉
浪
林
代
L
11
延
宝
九
年
～
元
禄
五
年

)
も
あ
る
。
ま
た
、
販

売
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
初
刷
り
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



二
、
経
蔵

金
戒
光
明
寺
の
経
蔵
は
、
御
影
堂
の
南
方
、
観
音
堂

の
西
に
あ
る
。
『黒
谷
誌
要
』
に
、

　　
　

元
禄

二
年
称
悦
法
師
四
方
を
勧
進
し
て

一
切
経
蔵
を
現
地
に
倣
贓
儼
建

つ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
こ
の
経
蔵
の
地
に
は
、
大
鼓
楼
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書

に
は
、

○
経
蔵

御
影
堂

の
前
面
観
音
堂
の
西
に
在
り
。
方
五
間
重
層
宝
形
北
面
瓦
葺
也
。
元
禄
二
年
称
悦
法
師
諸
方
を
勧
進
し
て
之
を

建

つ
。
納
む
る
所

の
黄
檗
版

一
切
経
は
中
島
良
喜
の
寄
進

に
か
〉
り
。
前
面
に
は
釈
迦
牟
尼
仏
座
像
を
安
置

す
側
の
傳
大
士
は
人

　　
　

見
某
の
寄
す
る
所
な
り
。

　ヱ

と
あ
る
こ
と
や
、
経
蔵
北
側

の
柱
に
打
ち
付
け
て
あ
る
寄
進
札
か
ら
、
元
禄

二
年

(
一
六
八
九
)
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同

寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
施
入
記
の
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
や
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
よ
り
、
数
年
後
の
こ
と
に
な
る
。
称
悦

法
師
が
勧
進
し
、
経
蔵
建
立
が
成
就
し
た
と
い
う
。
こ
の
経
蔵
は
、
中
嶋
重
昌

(法
名
良
喜
)
寄
進
の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
を
納
め
る

た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
金
戒
光
明
寺
法
主
は
、
三
十
五
世
通
誉
浪
林
で
あ

っ
た
。
釈
迦
仏

の
座
像
を
ま
つ
っ
て
い
た
よ

　　
　

う

で
、

こ
の
座
像
は
現
在
も
経
蔵

に
安
置
さ
れ
て
い
る

(資
料
3
)
。

な
お
、
経
蔵
建
立
年
次
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
金
戒
光
明
寺
所
蔵
の
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)

五
月
二
十
五
日
の
記
述

の
あ
る

「
裁
許
絵
図
写
」
と
呼
ば
れ
る
絵
図
に
、
書
き
込
み
で

「経
蔵

五
間
四
方
」

の
文
が
存
在
す
る

(資

料

4
)
。
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)
は
、
経
蔵
建
立
年
次

(元
禄

二
年
11

一
六
八
九
年
)
よ
り
も
時
間
的

に
先
で
あ
る
の
で
、
こ
の
絵

図

に
経
蔵
云
々
の
記
が
あ
る
の
は
少

々
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
。

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

七
五
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そ
こ
で
実
際
に
、
こ
の

『裁
許
絵
図
』
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の

『裁
許
絵
図
』
は
、
金
戒
光
明
寺

境
内
の
絵
図
で
あ
り
、

そ

の
図
中

に
文
字
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
経
蔵
云
々
の
記
は
、
絵
図

の
欄
外
に
記
さ
れ
て
お
り
、
図
中
に
書

か
れ
て
い
る
文
字
と
比

べ
て
別
筆

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
絵
図

に
は
経
蔵
ら
し
き
建
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
『裁
許
絵
図
』
に
あ
る
経
蔵
云
々
の
記
は
、
後
世

に
後
付
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う

で
あ
り
、
経
蔵
建
立

年
次
は
、
や
は
り
元
禄

二
年

(
一
六
八
九
)
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
経
蔵

の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
先
に
取
り
あ
げ
た

『黒
谷
誌
要
』
や

『裁
許
絵
図
』
に
は
、
「
五
間

四
方
」
と
あ

っ
た
。

し

か
し
、
『京
都
府
指
定

・
登
録
文
化
財
等
目
録
』
の

「
金
戒
光
明
寺
経
堂
」
の
項
に

「桁
行
三
問

梁
行
三
間
」
と
あ
る
。
柱
間
に

依

っ
て
何
問
か
を
判
定
す
る
の
で
、
『京
都
府
指
定

・
登
録
文
化
財
等
目
録
』
の

「
三
間
」
で
よ
い
。
『黒
谷
誌
要
』
『裁
許
絵
図
』
の

「
五
間
四
方
」
と
い
う
の
は
、
寸
法
を
測

っ
て

「
五
問
四
方
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
は
、
大
蔵
経
を
納
め
る
収
蔵
庫
は
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
昭
和
五
十
五
年

に
作
ら
れ
た
経
壇
で
あ
る
。
し

か
し
、
経
蔵
建
立
当
初

は
、
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
輪
蔵
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
の
名
残

で
あ
ろ
う
か
、
経
蔵
内
天
井
に
は
四
角

い
輪
蔵
の
柱
の
跡

ら
し
き
も
の
が
あ
る
。
そ
の
輪
蔵
が

い
つ
の
頃
か
、
取
り
壊
さ
れ
、
東
西
南

の
三
面
に
引
き
出
し
の
あ
る
収
蔵
庫
に
な
る
。
し
か
し
、

そ

の
三
面
引
き
出
し
の
収
蔵
庫
も
取
り
払
わ
れ
、
現
在
の
ガ
ラ
ス
張
り
の
収
蔵
庫
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
大
蔵
経

の
収
蔵
庫
の
変
遷

に

つ
い
て
は
、
後

に
詳
述
す
る
。

経
蔵
の
扉
は
東
西
南
北

の
四
面
に
あ
る
。
そ
の
扉

に
は
、
「唐
戸
寄
進

大
坂
北
濱
貳
町
目

桑
名
屋
仁
兵
衛

」
と
陰
刻
し
て
い
る

　
　
　

こ
と
か
ら
、
寄
進
者
の
名
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
桑
名
屋
仁
兵
衛
は
、
大
阪
の
回
船
屋
で
あ
る
。



三
、
収
蔵
庫

経
蔵
内

の
収
蔵
庫
は
、
少
な
く
と
も
三
度
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
は
輪
蔵
で
、

こ
れ
は
経
蔵

建
立
当
初
の
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
二
度
目
は
北
側
に
釈
迦
仏

(ま
た
は
弥
勒
仏
か
)
を
ま
つ
り
、
残
り
の
三
面
に
引
き
出
し
を

つ
け
た
収
蔵
庫
、
三
度

目
は
ガ
ラ
ス
張
り
の
四
面
に
引
き
出
し
の
あ
る
現
収
蔵
庫
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
冒
頭
で
も
示
し
た
が
、

輪

蔵

　

三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫

　

四
面
引
き
出
し
ガ
ラ
ス
張
り
収
蔵
庫

と

い
う
変
遷
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
各
収
蔵
庫

の
根
拠

・
典
拠
や
形
態
を
整
理
し

(1
)、
次

に
収
蔵
庫
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
す
る

(2
)。

ー

各
収
蔵
庫
の
根
拠

・
典
拠

最
初
の
輪
蔵

に
つ
い
て
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
第

一
に
、
経
蔵
内
の
天
井
の
四
角

い
跡
で
、
輪
蔵

の
痕
跡
を
想
起
せ
し
め
る
。
こ

れ
は
松
永
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
経
蔵

に
は
傅
大
士
像
が
存
す
る
。
傅
大
士

(四
九
七
～
五
六
九
)

は
、
輪
蔵
を
発
明
し

た
人
物

で
あ
る
。
経
蔵
に
、
こ
の
傅
大
士
像
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
輪
蔵
の
存
在
を
思

い
起

こ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
経
蔵

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

七
七
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の
建
築
構
造
か
ら
も
、
輪
蔵

の
柱
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
何
に
基
づ
い
て
書

か
れ
た
か
不
明
だ
が
、
北
川
敏
於
著

『黒
谷
に
眠
る
人
び
と
』
四
頁

の
経
蔵
の
説
明
に
、

元
禄
二
年
称
悦
法
師

の
建
立
で
、
中
央
の
輪
蔵
中
に
は
中
島
重
昌
寄
進

の
黄
檗
版
の

一
切
経
が
納
め
ら
れ
て

い
る
。

と
、
輪
蔵
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
輪
蔵

の
指
摘
は
、
『大
日
本
寺
院
総
覧
』
上
巻
や
府
教
育
委
員
会
編

『京
都

の
文
化

財

』
(
一
九
八
五
年
)
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
経
蔵

の
天
井
裏
や
現
収
蔵
庫
の
下
に
あ
る
床
を
見
れ
ば
、
何
か
証
拠
と
な
る
も

の
が
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
今
後
の
課
題

で
あ
ろ
う
。

形
態
は
、
輪
蔵
で
あ
る
か
ら
、
八
角
柱
で
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
特
徴
は
、
現
段
階
で
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

二
番
目
の
三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫

に
つ
い
て
は
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
目
録

『大
明
三
蔵

聖
教
目
録
』

の
帙
の

内
側
の
朱
筆
の
図
が
典
拠
と
な
る

(資
料
5
)。
ま
た
、
後

に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
三
面
引

き
出
し
収
蔵
庫
は
昭
和
四
十
六
年

に
、
御

影
堂

の
本
尊
法
然
上
人
の
宮
殿

に
改
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
当
時
の
事
情
を
知
る

一
部
の
関
係
者
の
お
話

か
ら
も
、
そ
の
形
態

が
確
認
で
き
麺
。
た
だ
し
、
写
真
等
は
残

っ
て
い
な
い
よ
う
で
、
細
部
の
特
徴
は
不
明
で
あ
る
。

三
番
目
に
、
現
在
の
ガ
ラ
ス
張
り
の
収
蔵
庫
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
五
十
五
年
九
月

一
日
の
金
戒
光
明
寺
発
行

『紫
雲
』
に
、
完

成

し
た
旨
の
記
事
が
あ
り
、
収
蔵
庫
の
写
真
も

一
部
分
な
が
ら
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
各
面

に
縦
に
四
箱
、
横
に
三
箱
の

一
面
十
二
箱
、

四
面
合
計
で
四
十
八
箱
あ
る
。
た
だ
し
北
南
面
の
箱

の
ほ
う
が
、
東
西
面

の
箱
よ
り
も
横
幅
が
大
き
く
な

っ
て

い
る
。

2

収
蔵
庫
の
変
遷

収
蔵
庫

の
変
遷
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
述

べ
る
。

当
初
の
輪
蔵
か
ら
、
三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
に
改
め
ら
れ
た
の
が
い
つ
頃
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
が

ハ
ッ
キ
リ
し
な



い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
昭
和
九
年
の
金
戒
光
明
寺
火
災
以
前
に
は
、
輪
蔵
で
は
な
く
、
既
に
三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
に
な

っ
て

　ル
　

い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
昭
和
九
年
火
災
前

の
本
山

の
様
子
を
記
す
絵
地
図
を
見
る
と
、
経
蔵
内
の
収
蔵
庫
と
思
わ

れ
る
形
は
、
輪
蔵
を
示
す
八
角
柱
で
な
く
、
四
角
柱

で
あ

っ
た

(資
料
6
)
。
こ
の
四
角
柱
を
示
す
も
の
が
、

こ
こ
で
い
う
三
面
引
き

出

し
の
収
蔵
庫

で
あ

っ
た
確
証
は
な
い
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
代
わ
る
意
見
は
な

い
の
で
あ
る
。

何
度
も
述

べ
た
が
、
こ
の
三
面
引
き
出
し
の
収
蔵
庫
の
図
は
、
本
山
所
蔵

の

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
目
録
の
帙
内
側

に
朱
筆
で
記
さ
れ

て

い
る

(資
料

5
)
。

こ
の
三
面
の
引
き
出
し
収
蔵
庫
は
、
昭
和
四
十
五
年
あ
る
い
は
四
十
六
年
頃
ま
で
は
経
蔵
に
残

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

金
戒
光
明
寺
所
蔵

の

『
日
鑑
』
昭
和
四
十
五
年
十

二
月
二
十

一
日
の
記
述

に
よ
る
と
、
『黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
経
蔵
か
ら
宝
蔵

に
移
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
を
改
造
し
、
御
影
堂
本
尊
の
宮
殿
に
移
動
す
る
準
備
を
整
え
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き

　ヨ

よ
う
。
そ
し
て
、

『日
鑑
』
昭
和
四
十
六
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
記
や
、
『紫
雲
』

の
記
事
、
金
戒
光
明
寺
関
係
者
や
工
事
の

一
端

を
担

っ
た
仏
具
屋
の
井
上
秀
峰
の
御
主
人
の
お
話
等
を
統
合
す
る
に
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十

一
日
に
、
ま
ず
、
御
影
堂
の
本
尊
を

西
座

に
移
し
た
。
次
に
、
翌
日
の
十
月

二
十
二
日
に
天
蓋
を
お
ろ
す
作
業
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年

の
十
二
月
二
十
二
日
に
、

改
造
さ
れ
た
経
蔵

の
三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
が
、
御
影
堂
本
尊

の
宮
殿
と
な

っ
て
移
動
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
事
業
は
、
昭
和
九
年
火
災
後

の
本
山
復
興
に
お
い
て
も
、
御
影
堂
本
尊
法
然
上
人
像

に
予
算
の
都
合
上
、
長

い
間
宮
殿
が
な

か

っ
た
、
故
に
、
昭
和
四
十
九
年
の
法
然
上
人
御
開
宗
八
百
年
記
念

に
先
駆
け
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ち
な
み
に
昭
和
四
十
七
年

一
月

一
日

の

『紫
雲
』

に
よ
る
と
、
翌
日
の
十
二
月
二
十
三
日
に
御
影
堂
で
遷
座
式
と
お
身
拭

い
式
が
行

わ

れ
た
と
い
う
。
こ
の
宮
殿
は
平
成
十
三
年
現
在
も
存
在
す
る
。

三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
移
転
後
の
昭
和
四
十
六
年

か
ら
五
十
五
年
の
約

八
年
間
、
経
蔵
内
の
様
子
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
し
て
、
『
日

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

七
九
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鑑
』
昭
和
五
十
五
年
二
月
十

二
日
の
記

に
、
伸
和
建
設
が
経
蔵
修
理
を
始
め
た
と
あ
る
。
先

に
取
り
あ
げ
た
が
、
昭
和
五
十
五
年
九
月

の

『紫
雲
』
に
、
こ
の
年

の
夏
に
、
経
蔵

に
ガ
ラ
ス
張
り
の
四
面
引
き
出
し
収
蔵
庫
完
成
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
設
は
、
善

導
大
師
千
三
百
年
遠
忌
の
記
念
事
業

の

一
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
現
在

の
収
蔵
庫

の
本
体
は
、

こ
の
昭
和
五
十
五
年

に
作
ら
れ
た
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
の
だ
が
、
引

き
出
し
に
つ
い
て
は
、

前

の
三
面
の
収
蔵
庫
の
引
き
出
し
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
引
き
出
し
に
墨
書

で
、
東
西
南
北
の
記
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
在

の
四
面
収
蔵
庫
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
前
の
三
面
収
蔵
庫
に
合
致
し
、
そ

れ
は
資
料
5
の
大
蔵
経

目
録
帙
の
図
で
も
窺
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
及
び
、
経
蔵
内
の
収
蔵
庫

に
つ
い
て
、
調
査
報
告
を
し
た
。

ま
と
め
る
と
、

①
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
は
、
初
刷
り
と
さ
れ
る
正
明
寺
所
蔵
本
に
相
当
す
る
頃

の
版
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
こ
の
経
蔵
建
立
は
元
禄
二
年

(
一
六
八
九
)
で
あ
り
、
経
蔵
内
の
収
蔵
庫
に
つ
い
て
は
、
建
立
当
初
は
輪
蔵
で
あ

っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
輪
蔵
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
決
定
的
な
物
的
証
拠

の
発
見
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。

③
②
と
併
せ
て
、
経
蔵
内
収
蔵
庫

の
変
遷
は
、

輪

蔵

(元
禄
二
年
?
～
昭
和
九
年
以
前
?
)

　

三
面
引
き
出
し
収
蔵
庫

(昭
和
九
年
以
前
～
昭
和
四
十
五
年
か
四
十
六
年
頃
)



　

四
面
引
き
出
し
ガ
ラ
ス
張
り
収
蔵
庫

(昭
和
五
十
五
年
～
)

と
な
る
。

そ
し
て
、
課
題
が

い
く
つ
か
残

っ
た
。

第

一
に
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
の
施
入
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。
延
宝

二
年

(
一
六
七
四
)
や
延
宝
五
年

(
一
六
七

七
)
の
記
が
あ
る
。
両
年
と
も
、
初
刷
り
で
あ
る
正
明
寺
本
の
献
上
年
次

(延
宝
六
年
)
よ
り
も
前
で
あ
る
。

こ
れ
ら
施
入
記
よ
り
、

同
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
初
刷
り
に
近

い
時
期
の
も
の
で
あ
る
根
拠

に
も
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
お
不
明
な
点
が
存
す
る
と
い

う

こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
施
入
記
に
墨
書
と
印
刷

の
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

同

じ
延
宝
五
年

(
エ
ハ
七
七
)

で
も
、
三
十
四
世
酉
村

の
代
の
も
の
と
、
三
十
五
世
浪
林
の
代
の
も
の
が
あ
る
。
延
宝
五
年

(
一
六
七

七
)
は
三
十
四
世
の
代
で
あ
り
、
三
十
五
世
の
代
の
も
の
が
あ
る
の
は
、
予
盾
す
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
な

り

の
推
論
を
述

べ
た
が
、
確
定
的
な
見
解
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

い
ず
れ
の
問
題
点
も
、
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
当
に
当
初
は
輪
蔵

で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
天
井
裏
や
現
収
蔵
庫
下
の
床
部
分
に
痕

跡
が
あ
る
こ
と
も
推
定

さ
れ
、
今
後
の
調
査
が
望
ま
れ
る
。

第
三
に
、
本
文
で
は
全
く
触
れ
な
か
っ
た
が
、
金
戒
光
明
寺
と
後
水
尾
上
皇
や
黄
檗
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
販
売
目
録
の

『全
蔵
漸
請
千
字
文
朱
点
簿
』
や

『大
蔵
経
請
去
総
牒
』

に
記
載
が
な
い
の
に
、
金
戒
光
明
寺
に

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
存
在
す
る
の

は
、
大
き
な
疑
問
点
で
あ
る
。
金
戒
光
明
寺
と
後
水
尾
上
皇
、
あ
る
い
は
黄
檗
宗
と
に
、
な
に
か
関
係
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
金
戒
光
明
寺
所
蔵
の
後
水
尾
上
皇
や
黄
檗
宗
関
係

の
什
物
の
詳
し
い
調
査

に
よ

っ
て
、
な
に
か
判
明

す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
金
戒
光
明
寺
に
は
、
未
整
理
の
史
料
が
多
く
あ
る
と
聞
く
。
第

一
、
第
二
の
課
題
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
史
料
の
整
理

・
調
査

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

八

一
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が
待
た
れ
る
。

註(1
)

な
お
紛
矢
本
は
、
『広
弘
明
集
』
第
二
十

一
巻
～
第
四
十
巻
、
『大
方
広
仏
華
厳
経
疏
鈔
』
第

一
巻
～
第
三
十
巻
、
『仏
祖
統
紀
』
第
二

十
巻
、
第
二
十

一
巻
で
あ
る
。

(2
)

ち
な
み
に
京
都
市
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
著

『角
川
日
本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
二
十
六
京
都
市
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞

典
』
(
一
九
九
七
年
)
に
、
重
昌
の
父

「中
嶋
惣
左
衛
門
」
の
項
目

(四
九

一
頁
)
が
あ
る
。
母
栄
喜
の
命
日
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

父
常
喜
の
没
年
は
、
や
は
り
寛
文
十
三
年

(
一
六
七
三
)
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
、
中
嶋
家
の
墓
が
黒
谷
山
内
に
あ
る
と
記
し
て
い

る
が
、
山
内
の
ど
の
あ
た
り
な
の
か
、
所
在
ま
で
は
明
記
し
て
い
な
い
。

(3
)

『浄
土
宗
全
書
』
二
十
の
三
九
二
～
三
九
三
頁
参
照
。

(4
)

両
書
と
も
黄
檗
山
内
の
宝
蔵
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『大
蔵
経
請
去
総
牒
』
に
つ
い
て
は
、
滝
善
成

「天
海
版

・
鉄
眼
版
の

重
刻

・
補

訂

-

特

に
大

般
若

経

に

つ

い
て

i

」

(『
仏

教
史

研
究

』
五

一
九
七

一
年

三

月
)

に
、
山

城

国

の
購

入
者

の
リ

ス
ト

を
あ

げ

て

い
る
。

(
5
)

『浄

土
宗

全

書
』

二
十

の

四
〇

一
～

四
〇

二
頁
参

照
。

(
6
)

『浄

土
宗

全

書
』

二
十

の
四
〇

四
頁
参

照
。

(
7
)

寄

進

札

に

つ
い
て

は
、
「
元
禄

二
年

」

の
記

は

見

え

る
が
、

以
下

の
文

字

は
、

長
年

風

雨

に

さ
ら

さ
れ

て

い
る

せ

い
か
、

肉

眼

で
は
読

め

な

か

っ
た
。

ち

な

み

に
、

『京

都
府

指

定

・
登
録

文

化
財

等

目
録

』

の

「金

戒

光

明
寺

経
堂

」

の
項

に

「
附
寄

進

札

一
枚
」

と

あ

り
、

「
元
禄

二
卍
年

三
月

十

一
日

二
入

番
之
者

也

の
記

が
あ

る
」

と
記

載
さ

れ

て

い
る
。



(8
)

『京
都
社
寺
調
査
報
告
十
七

(金
戒
光
明
寺
)』
二

一
頁
に
は
、
弥
勒
像
と
判
定
し
て
い
る
。

(9
)

『大
阪
市
史
』
第

一

(清
文
堂
出
版

一
九

=
二
年
)
の
六
五

一
頁
参
照
。

(10
)

例
え
ば
、
仏
具
屋
井
上
秀
峰
の
御
主
人
は
、
こ
の
収
蔵
庫
の
改
造
の
際
、
漆
を
塗
る
作
業
を
担
当
さ
れ
、
当
時
の
収
蔵
庫
の
形
態
を
語

っ
て
下
さ
っ
た
。

(11
)

昭
和
九
年
に
、
金
戒
光
明
寺
は
火
事
で
大
殿
な
ど
を
焼
失
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
経
蔵
な
ど
は
火
難
を
免
れ
て
い
る
。

(12
)

昭
和
四
十
六
年
十
月

一
日
、
昭
和
四
十
七
年

一
月

一
日
の

『紫
雲
』
参
照
。

追
記な

お
、
今
回
の
一
連
の
調
査
願
い
に
対
し
、
家
田
隆
現
執
事
長
は
、
快
く
御
許
可
を
下
さ

っ
た
。
調
査
の
際
に
は
、
金
戒
光
明
寺
関
係
者
の

皆
様
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
と
く
に
橋
本
周
現
学
芸
員
に
は
、
御
協
力
、
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
当
時
の
経
蔵
の
様
子
に
つ
い
て
は
、

今
は
既
に
亡
く
な
ら
れ
た
故
北
川
敏
於
元
執
事
長
、
仏
旦
ハ屋
井
上
秀
峰
の
御
主
人
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
更
に
経
蔵
に
つ
い
て
、
文
化
庁

の
熊
本
達
哉
氏
や
京
都
府
庁
文
化
財
保
護
課
の
引
間
俊
彰
氏
に
も
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
本
報
告
書
は
、
佛
教
大
学
助
教
授
松
永
知

海
氏
の
平
成
十
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
の
発
表
資
料
を
大
い
に
参
考
に
し
、
ま
た
、
同
助
教
授
よ
り
御
指
導
を
も
た
ま
わ
っ
た
。
皆
々
様

方
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
そ
し
て
故
北
川
敏
於
元
執
事
長
に
は
、
生
前
の
御
協
力
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

八
三
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[資
料

1
]

[資
料

2
]

[資

料

3
]



[資

料

4
]金

戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

跏

裁

許

絵

図
写

(図

37
)

一幅

法

量

九

二

・
五

×

一
一
四

・
八

時

代

延
宝

六
年

(
一
六
七

八
)

五
月

二
五

日

備

考

「
紫

雲
山

黒
谷
金

戒
光

明
寺

絵
図

」

と
題
す

。

裏

に
裁
許

文

あ
り
。

※
こ

の
資

料

は

『京

都
社

寺
調
査

報
告

十

七

(金

戒

光

明
寺

)
』

一
八
頁

と

五
〇

頁

の
も

の
を
用

い
た
。

八
五



仏
教
学
会
紀
要

九
号

八
六

[資

料

5
]

"

屯

ヒ

民

≧
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[
資
料

6

]金
戒
光
明
寺
所
蔵

『黄
檗
版
大
蔵
経
』
と
経
蔵
内
収
蔵
庫
に
つ
い
て

八
七




